
自転車事故による死傷者数は
未成年者と高齢者で4割以上

自転車事故の賠償金額が高額化
賠償金の支払いは、未成年者でも免れることはできません。

自転車事故の問われる責任

個人賠償責任補償に加入することで、自転車事故等により他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊したことに
よる法律上の損害賠償責任を補償することができます。自転車事故等の被害者の救済や加害者の経済的
負担の軽減のため、個人賠償責任補償への加入をご検討ください。

個人賠償責任補償

その他の日常生活における
賠償事故も補償4プランは2種類は1

Aタイプ種類

年間の保険料

国内

国外

無制限
1億円

1億円

1億円

Bタイプ

2,560円 2,260円

保険金額
（補償金額）

2,560円 2,260円年間保険料 と

安心の示談交渉サービス（国内のみ）
国内で事故を起こしてしまった場合は、原則お客様に
代わって東京海上日動が示談交渉を実施します。

一人の加入で家族全員*が対象3
*詳しくは中面の「保険の対象となる方（家族型）」を
ご確認ください。

“自転車だから事故を起こしても大した事はない”そんな“かるがる
しい気持ち”が大事故につながります。

「刑事上の責任」「民事上の責任」が問われます。

令和7年
始期契約用

（※）賠償額とは、判決文で加害者が支払いを命じられた金額です（上記金額は概算額）。

賠償額（※）

9,521万円

自転車事故の裁判例

未成年者でも賠償義務があります！

【事故の概要】
男子小学生（11歳）が自転車で走行中、
歩行中の女性（62歳）と正面衝突。女性
は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が
戻らない状態となった。（神戸地方裁判
所、平成25（2013）年7月4日判決）

※ご加入口数は1口のみです。　※家族型での引受けとなります。
※免責金額（自己負担額）はありません。

飼い犬が散歩中に、
他人に噛みつきケガをさせた。

マンションで洗濯のホースがはずれ、
階下に水漏れをした。

例えば

学校等から貸与されている
ノートパソコン・タブレット端末等を

誤って壊してしまった。

例えば

誤って線路に立ち入り、
電車を止めてしまった。

例えば

愛知県内で自転車を利用するすべての方

愛知県では令和3年10月から

自転車事故の賠償に備えて

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」（令和3年4月1日施行）※2

ご存知
ですか！？

加入義務化！自転車損害賠償
責任保険等※1への

2

例えば

※1 道路における自転車の利用によって他人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障することができる保険又は共済をいいます。※２ 自転車損害賠償責任保険等の加入は令和3年10月1日施行

申込み資格 愛知県内に住んでいるかまたは勤務している方 詳しくは中面をご覧ください。

詳しくは
こ ちら
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申込み手続きと保険料等の払込方法（一時払）
このパンフレットの加入申込書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、組合にご郵
送ください。左記の表に従い加入申込日（郵送の場合は消印日）により保険料が
決まります。組合が加入申込書を受理した場合に、出資金（100円）と保険料を
払い込んでいただきます。なお、保険料等の払込みは被保険者本人名義の「預
貯金口座振替」もしくは「クレジットカード決済」のいずれかをご選択ください。
※補償開始日は組合が加入申込書を受理し、保険料等の支払いを受けた後に左記の表に従います。
《預貯金口座振替を利用する場合》
加入申込日（郵送の場合は消印日）の翌月21日に指定の預貯金口座から振
り替えます。ただし、振替日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

《クレジットカード決済を利用する場合》
加入申込日（郵送の場合は消印日）の翌月15日に指定のクレジットカード
決済による払込みとなります。指定のクレジットカード決済による払込みの
場合、口座引落し日はカード会社によって異なります。
（注）指定のクレジットカードの有効性等を確認させていただきます。クレジットカード会社におい

てお取り扱いできない場合があります。組合は、クレジットカード情報の非保持化をしている
ため、委託業者がその情報を保持しています。

令和7年1月1日午前0時から
令和8年1月1日午後4時までの1年間

保険期間

保険の対象となる方（家族型）

*1

*2

*3
*4

愛知県共済生活協同組合の組合員であり、かつ、加入申込書等に「保険の対象となる方
（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。
法律上の配偶者のほか、①婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状
態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすこと
が書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。a.婚姻意思を有するこ
と（戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいい
ます。）。b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。（配偶者を含みません。）
これまでに婚姻歴がないことをいいます。

ご加入タイプ 右記の“保険の対象となる方”を
ご確認ください。

国内 無制限
国外 1億円

国内 1億円
国外 1億円

※ご加入口数は1口のみです。※家族型での引受けとなります。
※免責金額（自己負担額）はありません。

B
タイプ

A
タイプ

※保険の対象となる方の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
※賠償責任に関する補償において、ご本人*1が未成年者または上記の保険の対象となる方
が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法
定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます（未成年者または責任無能力者に関
する事故に限ります。）。
 

加入申込日、補償開始日と保険料
●団体割引10%適用●団体割引10%適用

2,560円
2,340円
2,130円
1,920円
1,700円
1,490円
1,280円
1,070円
850円
640円
430円
210円

2,260円
2,070円
1,880円
1,690円
1,510円
1,320円
1,130円
940円
750円
560円
380円
190円

補償月数

保険料

国内 無制限
国外 1億円

国内 1億円
国外 1億円

Aタイプ Bタイプ
加入申込日

11月末日まで
12月末日まで
1月末日まで
2月末日まで
3月末日まで
4月末日まで
5月末日まで
6月末日まで
7月末日まで
8月末日まで
9月末日まで
10月末日まで

令和6年

令和7年

1月1日
2月1日
3月1日
4月1日
5月1日
6月1日
7月1日
8月1日
9月1日
10月1日
11月1日
12月1日

補償
開始日
（令和7年）

（1年間分）
（11か月間分）
（10か月間分）
（9か月間分）
（8か月間分）
（7か月間分）
（6か月間分）
（5か月間分）
（4か月間分）
（3か月間分）
（2か月間分）
（1か月間分）

ご本人*1またはその配偶者*2の
同居のご親族*3

ご本人*1の配偶者*2

ご本人*1またはその配偶者*2の
別居の未婚*4のお子様

ご本人*1

保険金をお支払いする主な場合
国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方
が法律上の損害賠償責任を負う場合
●日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせ
たり他人の財物を壊した場合 

●保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用ま
たは管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせ
たり他人の財物を壊した場合 

●電車等*1を運行不能にさせた場合 
●国内で受託した財物（受託品）*2を壊したり盗まれた場合 
▶１事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

*1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸
上の乗用具をいいます。 

*2 以下のものは受託品には含まれません。

※国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きま
す。）に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

※東京海上日動との直接折衝について相手方の同意が得られない場合
や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、相手方と
の示談交渉はできませんのでご注意ください。

※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた
場合には、保険金が差し引かれることがあります。

※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保
険金をお支払いする場合があります。

※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契
約を他にご契約されているときには、補償が重複することがありま
す。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。 

　 自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジ
コン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイル
Wi-Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証
券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗
車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログ
ラム等の無体物、１個または１組で100万円を超える物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        等

保険金をお支払いしない主な場合
●ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●職務の遂行に直接起因する損害賠償責任（仕事上の損害賠償責任*1）によって保険の対象となる方が被る損害 
●保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
●第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
●保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2の損壊について、その財物について正当な権利
を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
●心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
●航空機、船舶、車両*3または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象と
なる方が被る損害
●以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険
の対象となる方が被る損害

・保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
・受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
・受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、単なる外観上
の損傷や汚損
・受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
・受託品の電気的または機械的事故
・受託品の置き忘れまたは紛失*4
・詐欺または横領
・風、雨、雪、雹（ひょう）、砂塵（さじん）等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　               等

団体総合生活保険　個人賠償責任補償の概要等

*1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、
競技または指導*5中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。

*2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけ
るゴルフカートを除きます。

*3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
*4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休
憩、食事、入浴等の行為を含みます。

個人賠償責任補償（団体総合生活保険）について
日常生活中の偶然な事故により他人にケガ等をさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で借りた物を国内外で
壊したり盗まれてしまったことによる法律上の損害賠償責任を補償することができます。

※保険料のお支払い後1か月程で東京海上日動より団体保険加入者票を発送いたします。
※このパンフレットでお申込みいただけるのは、令和7年10月末日申込み分（郵送の場
合は10月末日消印分）までです。11月1日以降のお申込みをご希望の方は、組合まで
加入申込書をご請求ください。
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このパンフレットは令和7年1月始期の個人賠償責任補償（団体総合生活保険）の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みくだ
さい。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載の《お問い合わせ先》までご連絡ください。　

この保険は、愛知県共済生活協同組合を契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約
です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として愛知県共済生活協同組合が有します。

愛知県共済生活協同組合は、県民一人ひとりの生活文化の向上を目
指し、多様化する万一の災害に備え、お互いが経済的に助け合うしく
みとして、1967年（昭和42年）に設立した営利を目的としない団体
です。生活に密着した事業を展開し、県民の皆様のご理解とご協力に
支えられ、1993年（平成5年）には厚生大臣表彰を与えられました。

愛知県共済生活協同組合とは
ご加入いただく前に保険商品がご希望に合致した内容になっていることを再度ご確認ください。加入
申込書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項（意向確認事
項）」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。

ご加入内容に関する大切なお知らせ

○法律相談 午前10時～午後6時
○税務相談 午後  2時～午後4時
○社会保険に関する相談 午前10時～午後6時
○暮らしの情報提供 午前10時～午後4時

サービスのご案内 「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

○サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
○サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。

2024年8月作成　24T-000771

メディカルアシスト 自動セット

デイリ－サポート 自動セット

介護アシスト 自動セット

○電話介護相談　　　　  午前9時～午後5時
○各種サービス優待紹介　午前9時～午後5時

【受付時間】 
いずれも土日祝日、
年末年始を除く

【受付時間】 
いずれも土日祝日、
年末年始を除く

■ご注意ください（各サービス共通）
○ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続
している場合に限ります。○ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きま
す。）、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方（以下サービス対象者といいます。）のうち、いずれかの方
に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とし、サービス対象者からの直接の相談に限
ります。○一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。○各サービスは、東京海上日動がグルー
プ会社または提携会社を通じてご提供します。○メディカルアシスト、介護アシストの電話相談は医療行為を
行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であ
るが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。

*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。

２４時間３６５日受付*1 ０１２０-７０８-１１０

０１２０-285-１１０

０１２０-428-834

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。

お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、
優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

常駐の救急科の専門医および看
護師が、緊急医療相談に24時間お
電話で対応します。

緊急医療相談
夜間・休日の受付を行っている救急
病院や、旅先での最寄りの医療機関
等をご案内します。

医療機関案内

様々な診療分野の専門医が、輪番
予約制で専門的な医療・健康相談
をお受けします。

がんに関する様々なお悩みに、経験
豊富な医師とメディカルソーシャル
ワーカーがお応えします。

予約制専門医相談

転院されるとき、民間救急車や航空機特殊
搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。

転院・患者移送手配

がん専用相談窓口

*2
*1 予約制専門医相談は、事前に予約が必要です（予約

受付は、24時間365日）。

*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。

※正確なお客様対応を行うため、発信者番号を非通
知に設定されている場合は、電話番号の最初に
「186」をダイヤルしてからおかけください。

インターネット介護情報サービス
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度
等、介護に関する様々な情報をご提供します。
［ホームページアドレス］ www.kaigonw.ne.jp

●ケアマネージャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容
や利用手続、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認
知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
　認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプ
ログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
　*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて受診のお

すすめや専門医療機関のご案内等を行います。

電話介護相談

各種サービス優待紹介 *2

●「家事代行」「食事宅配」「住宅リフォーム」「見守り・緊急通報システ
ム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」
といったご高齢の方の生活を支える各種サービスについて、優待条
件でご利用いただける事業者をご紹介します。*3
　※ お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
  *2 本サービスは、サービス対象者（「ご注意ください」をご参照ください。）に限りご利用いただけます。
  *3 サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。

ご加入時のお問い合わせ先（幹事代理店）

東京海上日動火災保険株式会社  担当部署：愛知公務金融部
名古屋市中区丸の内2丁目20-19
　  0120-188-000（受付時間：平日9:00～17:00）　

引受保険会社

契約内容等変更時のお問い合わせ先（非幹事代理店）
東京海上日動パートナーズ東海北陸本店
名古屋市中区錦3丁目1番1号 十六銀行名古屋ビル14階
TEL 052-973-3883 （受付時間：平日9:00～17:00）

0120-08-5555
事故時のお問い合わせ先
事故受付センター（東京海上日動安心110番）
0120-720-110（受付時間：24時間365日）

https://www.aichi-kyosai.or.jp

公的年金等の社会保険について提
携の社会保険労務士がわかりやすく
電話でご説明します。

社会保険に関する相談*2
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する
情報・各種スクール情報等、暮らしに役
立つ様々な情報を電話でご提供します。

暮らしの情報提供

法律・税務相談 *1

*1 弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
*2 社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。

提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやす
くお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24
時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス]www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
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